
電気用品安全法の解釈　－　対象非対象関係

平成１５年３月２６日　製品安全課

商品名等
（電気用品名等）

焼き網洗浄機

１　当該商品等の概要

○用途、機能、性能
　飲食店等において、調理用焼き網等を洗浄する機器である。
　洗浄槽内の業務用洗浄剤をヒーターにより５０～６０℃に温め、調理後の焼き網
等を一定時間洗浄液に浸しておくことにより、洗浄効果を高めるものである。

○構造、仕様、意匠
　洗浄槽内下部に電気ヒーターが組み込まれており、ヒーターと洗浄対象物とは
ヒーター上部の網状仕切板で仕切られている。
　定格：１００Ｖ、１ｋＷ、５０／６０Ｈｚ、液量６０～７５リットル（洗浄液）
　
○ 主な使用者、販売先
飲食店（焼肉店等）。

２　対象・非対象の解釈
　
　非対象として取り扱う。

（理由）
　機能的には電気湯沸器と類似しているが、電気湯沸器は調理用のものを前提とし
ており、電気湯沸器とは見なせないことから、非対象として取り扱うのが妥当と判
断する。

（参考図）
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